
大人みんなで子どもの心を育てよう！
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毎月第３日曜日
「家庭の日」
毎月第３日曜日
「家庭の日」

長崎っ子の“夢・憧れ・志”、大人が示すその姿

長崎県こども・若者応援団表彰事 業 報 告

●結婚・子育て支援部門（個人・１）
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　長崎県知事賞
　長崎県知事賞
　功　労　賞
　功　労　賞
　功　労　賞

●青少年健全育成・支援部門（個人・７）
　功　労　賞
　功　労　賞
　功　労　賞
　功　労　賞
　功　労　賞
　功　労　賞
　功　労　賞

●青少年健全育成・支援部門（団体・６）
　長崎県知事賞
　長崎県知事賞
　功　労　賞
　功　労　賞
　功　労　賞
　功　労　賞

松尾マツ子（佐世保市）　

一般社団法人フードバンク協和（佐世保市）　
えほん侍（大村市）
千々石町子育て支援会（雲仙市）
こころ（南島原市）
いさはやおもちゃ病院（諫早市）

舘林　弘幸（佐世保市）
須藤利恵子（佐世保市）
寺﨑　純子（佐々町）
寺田　良輔（雲仙市）
宮本　　博（長崎市）
谷元貴美代（小値賀町）
杉野　伸治（諫早市）

長崎県少年合唱団育成会連合会（長崎市）
諫早こども自然学校（諫早市）
西地区自治協議会・地域子育て部会（佐世保市）
にじ色クラ部（大村市）
長崎市北公民館区青少年育成連絡協議会（長崎市）
学校法人瓊浦学園　瓊浦高等学校（長崎市）
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～受賞おめでとうございます～～受賞おめでとうございます～
（敬称略）

長崎県の『縁結び隊』として、独身者の結婚サポート

子ども食堂等に食材提供や子育てや地域のイベント等にも支援
父親と子どものコミュニケーションの手段として絵本の読み聞かせを地域にて活動
夏休みにて「寺子屋」を実施し、子ども達の居場所づくりと学習の見守り活動
世代交流や自然体験を通して子どもの心の安定、育む活動及び不登校支援
おもちゃや物を大切にする気持ちや人とのふれあい交流活動

少年野球クラブスポーツ少年団の指導を通しての健全育成活動
地域の活性化及び合唱団にて指導を通して健全育成活動
子ども達と共に地域の歴史などを歌にし音楽を通して健全育成活動
地元の子ども達を地域全体で見守り、世代交流健全育成貢献活動
長年の長崎市少年補導委員としての健全育成活動
音楽を通して地域と関わりながら子ども達の心を育てる活動
子ども達の生活習慣の問題や心のコンディショニングを整える講演活動

歌う楽しさ、音楽のすばらしさを子ども達に伝え、地域との連携また健全育成活動
地域にて稲作文化などの伝承や子ども食堂を開設したり三世帯交流、地域支援活動
地域の青少年育成や地元愛着を深めるイベントなどを通しての地域交流・健全育成活動
学校図書館の充実と共に、本を好きな子ども達を育てる活動を保護者・地域の人々と活動
公民館区育成協の連携と親睦、また異世代交流など健全育成活動
長崎県警のサイバーセキュリティボランティアとしての健全育成活動

この表彰は、こども・若者やその家族の支援に努められた個人や団体のご功績を讃えるとともに、社会全体
で子育てやこども・若者を支援する機運を醸成することを目的として実施しました。今年度の受賞者の皆様は
次のとおりです。当県民会議総会時に大石賢吾会長（長崎県知事）が表彰状の授与を行いました。
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会員の皆様方には、日ごろより格別のご支援を
賜り深く感謝申し上げます。
今年度の通常総会は、６月２日（木）、長崎市
のホテルセントヒル長崎において開催しました。
各議案は原案どおり承認されました。会員の皆
様方におかれましては、本年度もご支援・ご協力
のほどお願い申し上げます。

【趣旨】青少年の健全育成のために、県と市町が一体となり各関係機関・団体の青少年施策と連携協力し、本県
の県民運動である大人のあり方を見直し大人みんなで子どもの心を育てる「ココロねっこ運動」を県内各地域に
おいて推進する。

（１）青少年育成ココロねっこ指導員による地域活動
　①青少年育成ココロねっこ指導員の配置（県内全21市町・約100名）
　②青少年育成ココロねっこ指導員・ココロねっこ推進員講習会（県内各ブロック11か所）
　③ココロねっこ運動巡回説明「ココロねっこ講話」の実施（県内約200ヶ所程度）
　④ココロねっこ推進員の配置拡大と充実

（２）ココロねっこ運動の広報啓発活動
　①ココロねっこパレードの実施　11/6（日)・長崎市中央公園～観光通り～浜町アーケード
　　※新型コロナウイルス感染症の感染状況を踏まえ、パレード方法以外の広報活動を実施する。
新②ココロねっこフォーラムの実施　11/21（月）　長崎県庁会議室
　③親子ふれあいココロねっこ広場の開催（年間５回程度）
　④ココロねっこグッズ作成・配付・貸し出し（のぼり、バッジ、ポロシャツ・ブルゾン等）
　⑤県民運動広報誌の発行（機関紙「青少年ながさき」の発行　年２回）
　⑥ホームページ・ＳＮＳの活用（公式ＨＰ・フェイスブック・ブログ）

（３）「家庭の日」の普及啓発事業
　①「家庭の日」ワークショップ（約10回）

（４）関係機関・団体との連携強化
・「ココロねっこ運動」主唱団体との一層の連携強化による運動の推進を図る。
・長崎ひまわりプロジェクト（地域を編む女性たちのネットワーク）等の関係団体の活動と連携し、「ココロ
ねっこ運動」の趣旨である大人のあり方を見直す機運醸成に資する。

【趣旨】県民運動を県内各地域で推進するためには市町民会議のネットワークが必要であり、県民会議と市町民
会議の協働による青少年育成活動に取り組む。

令和４年度通常総会の開催事 業 報 告

【写真】あいさつをする大石賢吾会長（知事）

１．大人のあり方を見直すための「ココロねっこ運動」の推進　

２．市町民会議ネットワークによる地域活動の推進　

令和４年度　事業計画 ※新型コロナウイルス感染症の感染状況により中止・変更することがあります
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【趣旨】少子化や人口減少、親世代の働き方の多様化などの社会状況が、子育てのあり方に大きく影響していま
す。また困難な状況にあるこども・若者の支援は社会全体で取り組むべき課題であるとの認識に立ち、社会全体
でこども・若者の育ちや子育てを支援する機運づくりに努める。

（１）こども・若者の育ち支援の機運づくり事業
○長崎県こども・若者応援団表彰

（２）子育て支援の機運づくり事業
①「ながさき子育て応援の店」取組強化事業（就学前の子とその親へのサービス提供）
②子育て応援フリーマガジン「ココロン」の発行（70,000部　年３回　就学前世帯）
③ながさき子育て応援「ココロンネット」・「ココロンアプリ」の運営

（３）（公財）長崎県児童救済基金の広報事業
①長崎県児童救済基金の広報窓口業務の実施

（４）ＮＰＯ等との協働事業
①子どもの貧困対策の取組
つなぐＢＡＮＫ事業（一般社団法人ひとり親家庭福祉会ながさき）への参画
ながさき子ども食堂ネットワークへの協力
②ＮＰＯ等団体との協働による取組（こども・若者育成支援、子育て支援）

【趣旨】青少年の発達・成長にゲーム機やスマートフォン、タブレット等のメディア機器の利用が影響している
ことが指摘されており、適切な利用の啓発やメディア環境の改善に取り組む。

（１）長崎っ子のためのメディア環境改善事業
①長崎っ子のためのメディア環境協議会（年１回）
②長崎県メディア安全指導員派遣（講演活動）
③長崎県メディア安全指導員スキルアップ講習（年２回）
④メディア安全指導員サポートデスク（相談窓口）事業
⑤フィルタリング実践講座（県内６カ所）
⑥乳幼児子育て支援関係者メディア講習会（県内３カ所）
⑦地域で取り組む子どものネット利用改善事業（Ｃ－ＮＥＴ）
⑧「ネット・電子メディア利用ながさき基準　夜９時まで」の広報活動

（２）紙芝居による低学年児童への啓発事業
○ゲームとのつきあい方の啓発のための紙芝居を活用し、特に低年齢児童への啓発を図る。

（１）市町民会議ネットワークづくり事業
①青少年育成市町民会議連絡協議会（年３回　6/24（金）、8/24（水）、令和５年２月）
②市町民会議支援事業（１万円の助成金）　③青少年育成活動保険事業

（２）長崎っ子のココロを育む体験事業
①第50回長崎県少年少女合唱団合同演奏会　7/17（日）　長崎市民文化ホール
②第49回長崎県少年ソフトボール大会　11/26（土）～ 27（日）　南島原市
③第44回「少年の主張」長崎県大会　8/24（水）　佐世保市体育文化館ホール　

４．青少年を取り巻くメディア環境の改善

３．社会全体でこども・若者の育ちと子育てを支援する機運づくり



　「早寝・早起き・朝ご飯」の生活リズムを確立させましょう。1ココロねっこ10 家庭では

ココロねっこ10 家庭では
　（例：家族一緒の食事や会話、家族10分間読書等）
　毎月第３日曜日は「家庭の日」です。家族の絆を深めましょう。2
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令和４年度第１回長崎県メディア安全指導員
スキルアップ研修会の開催

６／５（日）大村市中地区公民館

　子どものメディア機器（スマートフォン、ゲーム機
等）利用の影響を考え、その成長・発達に見合った使い
方の指導等について、啓発（講演）活動を実施している
長崎県メディア安全指導員の研修会を実施しました。

各地の「ココロねっこ運動」「家庭の日」など
の取組のようすをお知らせします。

●5/4（水）5/5（木）　DEJIMA博（長崎市）
　長崎水辺の森公園（長崎市）で開催された（株）長崎
国際テレビ主催の、食と遊びの祭典「DEJIMA博」で
ココロねっこ運動・「家庭の日」をＰＲしました。 
     

●6/4（土）ココウォーク（長崎市）
   長崎市茂里町の商業施設「みらい長崎ココウォー
ク」で 家庭の日をPRしました。たくさんの子ども連
れのご家族がブースに立ち寄ってくださいました。

●7/1（金）ココロねっこ竹小day（大村市）
　大村市立竹松小学校（角野良介校長）において開
催しました。ココロねっこ運動強調月間行事の一つ
として、２年生から６年生までの全学級で長崎県メ
ディア安全指導員がメディア講話を、保護者・教職
員の皆様向けには「子どもを守るスマホルールと設
定講座」を実施し、子どものメディア利用や、保護
者としてのかかわり方について一斉に学ぶ機会とし
ました。

令和４年度第１回
青少年育成市町民会議連絡協議会の開催

６／２４（金）出島メッセ長崎（長崎市）

　県内各市町の青少年育成市町民会議で構成する青少年
育成市町民会議連絡協議会を開催しました。
　本年度の役員を次のとおり選出し、県や県民会議の事
業説明、各市町の活動等について意見交換しました。
　また、元・教育庁生涯学習課参事、元小学校長の松崎
邦彦先生による講話を実施し、子どもの遊びや環境の変
化、地域と学校の連携について具体的な事例を交えたお
話を賜り、今後の地域の取組に大きな示唆を与えていた
だきました。

●令和４年度役員
会　長　佐々木義信（西海市青少年育成協議会会長）
副会長　三浦　正二（長崎市青少年育成連絡協議会会長）
　〃　　春田　新一（対馬市青少年育成連絡協議会会長）
　〃　　中村　一元（南島原市青少年育成市民会議会長）

講師：古野陽一氏
ＮＰＯ法人子どもとメディア常務理事

わが
まち 運動

長　　　　崎　　　　県
長崎県青少年育成県民会議
青少年育成市町民会議（地区・校区青少協）

事業報告



「子どもを守るスマホルールと設定講座」講師派遣
講座実施団体等を募集しています

※２時間程度の講義・演習となります。この後に、個別相談（研修後相談会／１時間）を設けることができます。
　ご希望の際はお申し出ください。

講義「子どものメディア利用の現状について」
演習「フィルタリング・ペアレンタルコントロールの実践演習」
講師 ＮＰＯ子どもとメディアながさき大町 俊介氏、坂本 浩一氏ほか

「子どもたちのインターネットの使い方が気になる」「フィルタリングとかわからない」
そういった心配・不安をお持ちの保護者・学校職員のみなさんが対象です。ＰＴＡ・学校などの団体でお

申し込みができます。
みなさんの学校・地域まで講師派遣を行います。講師に対する謝金・旅費交通費、受講者のテキスト代は

無料です。会場代については申込団体にてご負担ください。

ＳＮＳに起因した
犯罪被害児童数

人
Ｒ３年中

①　申込団体にて講師派遣の日時・場所をお決めく
ださい。参加者数の目安は20～30人ぐらいです。

②「申込用紙」に記入の上、メール・ＦＡＸ・郵送で
下記へ申し込んでください。申し込みは講座実施
予定日の２カ月前までにお願いします。

③　県民会議が講師と日程調整の上、「派遣決定通
知」のご連絡をいたします。１週間以内にご連絡
します。

④　希望された日時・場所へ講師と担当職員がお伺
いし実施します。参加者はご自身のスマートフォ
ンをご持参ください。

※　講師派遣の回数には限りがあります。先着順と
なりますのでご了承ください。

この事業は長崎県の事業で「ココロねっこ運動」の一環として行われています。

申込み・問い合わせ先
長崎県青少年育成県民会議 TEL/FAX　095-824-7510
メールアドレス　n-kenmin@aioros.ocn.ne.jp
〒850-0031　　長崎市桜町4-1長崎商工会館９階

講演等の内容

講師派遣先の対象

お申し込みから講師派遣まで

ココロねっこ10

ココロねっこ10

家庭では 　学校・PTA行事や地域行事にすすんで参加しましょう。3

家庭では 　親の責任で携帯電話を持たせるときは、子どもたちを守るためにフィルタリングを必ずしましょう。4
（5）

長　　　　崎　　　　県
長崎県青少年育成県民会議
青少年育成市町民会議（地区・校区青少協）



民法改正【成年年齢の引下げ】

２０２２年４月１日から
成年年齢は１８歳になりました

成年年齢の引下げによって何が変わるの？

　民法が定める成年年齢には、①一

人で有効な契約をすることができる

年齢という意味と、②父母の親権に

服さなくなる年齢という意味があり

ます。未成年者が契約を締結するに

は父母の同意が必要であり、同意な

くして締結した契約は、後から取り

消すことができます。また、父母は、

未成年者の監護及び教育をする義務

を負います。

　成年年齢の引下げによって、１８歳、１９歳の方は、親の同意を得なくても、様々な契約をすることができる

ようになります。例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作

成する（支払能力により、クレジットカードの作成ができないことがあります。）、ローンを組んで自動車を購入

する（返済能力を超える場合など、契約できないこともあります。）、といったことができるようになります。

　また、親権に服することがなくなる結果、自分の住む場所（居所）や、進学や就職 などの進路について、自分

の意思で決めることができるようになります。もっとも、これらについて、親や学校の先生の理解を得ることが

大切なことに変わりはありません。

　そのほか、民法の成年年齢は、民法以外の法律において各種の資格を取得したり、各種行為をするための必要

な基準年齢とされていることから、例えば、１０年有効パ スポートの取得や、公認会計士や司法書士などの国家

資格に基づく職業に就くこと（資格試験への合格等が必要です。）、家庭裁判所において性別の取扱いの変更審判

を受けることなどについても、１８歳でできるようになります。

　もっとも、お酒を飲んだり、たばこを吸うことができる年齢等については、２０歳という年齢が維持されてい

ますので、注意が必要です。また、国民年金の加入義務が生ずる年齢も、２０歳以上のままとなっています。

【転載元】民法改正「成年年齢引下げ」～若者がいきいきと活躍する社会へ～リーフレット法務省民事局参事官室　http://www.mpj.go.jp

ココロねっこ10 　楽しい遊びや学び、わかる授業を展開し、たくましく生きる力を育みましょう。5

ココロねっこ10 　いじめや仲間外しがなく、安心して園・学校生活を送れるようにしましょう。6

保育所・幼稚園・学校では

保育所・幼稚園・学校では
（6）

お知らせ



法務少年支援センターながさき
（浦上青少年相談室）

少年鑑別所は，少年の健全育成を担う法務省所管
の国の機関として，少年法施行以来，長きにわたり，
非行等のある少年たちと向き合ってきました。これ
まで私たちが培ってきた専門的な知識や技術を活用
して，地域社会の非行・犯罪の防止に貢献するため
「法務少年支援センター」という名称で，地域の相
談機関の一つとして活動を行っています。

■能力・性格の調査
関係機関・団体，御本人，御家族からの依頼を
受けて，お困りのこと等に合わせて，心理検査や
適性検査を行います。また，依頼があれば，御本
人や御家族の方にも，結果を分かりやすく説明し
ます。

■問題行動の分析や指導方法の提案
問題行動等のお困りのことについて，面接や心

理検査などを行った上で，どうして問題行動が生
じているのか，どのように指導・支援に当たれば
よいのかなどについて提案します。

■御本人や保護者に対する心理相談
関係機関・団体からの依頼を受けて，御本人や

御家族の方との心理相談を行います。

■事例検討会等への参加
関係機関・団体からの依頼に応じて，問題行動

等のある方の支援に関する事例検討会（ケース会
議）などに参加し，見立てや指導方法に関する助
言・提案を行います。

■研修・講演
地方公共団体，学校，福祉，更生保護等の関係
機関・団体の皆さまが，主催する研修会，講演会
などで，非行・犯罪，子育ての問題，思春期の子
供の行動理解と教育方法や指導方法などについて
分かりやすく説明します。

■法教育授業等
法務省では，法教育に関する様々な取組を推進
しています。児童・生徒等を対象として，非行少
年に対する司法手続や処分の種類・内容などにつ
いて，法教育授業（いわゆる「出前授業」）を行
うほか，教員の方への研修もお受けしています。

※ 法教育とは，法律の専門家ではない一般の方々が，
法や司法制度等を理解し，法的なものの考え方を身に
つけるための教育をいいます。

■所在地案内

「法務少年支援センターながさき」ではこのような支援を行っています。

※詳しくはお電話でおたずねくさい。

電話：０９５－８４７－２４６０
〒 長崎市橋口町４－３

法務少年支援センターながさき

地域の非行・犯罪防止と青少年の健全育成のために

青少年健全育成関係機関・団体の紹介

地域では ●あいさつ・声かけ運動を推進し、子どもも大人も顔見知りになりましょう。7

地域では 　子どもや子育て家庭を温かく見守り、相談にのりましょう。8

ココロねっこ10

ココロねっこ10 （7）



グッズのご紹介
1個 100円
（直径18㎜タック式）

前面刺しゅう付 2,200円
前面刺しゅう＆背面プリント付 2,900円
※オプション左胸ポケット付（+300円）

前面刺しゅう付 2,200円 前面刺しゅう&背面プリント付 2,900円

前面刺しゅう＆背面プリント付 4,000円

サイズ S/M/L/XL/XXL

前面刺しゅう付 2,200円 前面刺しゅう&背面プリント付 2,900円

②③各ポロシャツサイズＸＳ/S/M/L/XL/XXL

②ココロねっこ定番ポロシャツ
クールビズ対応でビジネスシーンでも使える

③ココロねっこドライポロシャツ
ベーシックなデザインとサラサラな着心地

①ココロねっこバッジ
ココロねっこ運動の必須アイテム

④ココロねっこジャケット
脇ストレッチ生地による快適な動きやすさ

⑤ココロねっこブルゾン
軽い着心地の定番ウェア

サイズ S/M/L/XL

プリント付 600円
※色も選べます

取扱業者より商品と併せて請求書をお送りしますので、
代金振込をお願いします。
送料無料。振込手数料はご負担ください。
注文販売ですので、お届けには１０日程度かかります。ご了承ください。

長崎県青少年育成県民会議
〒850-0031 長崎市桜町4-1長崎商工会館9F
TEL／FAX：095-824-7510
Mail：n-kenmin@aioros.ocn.ne.jp 

⑥ココロねっこ帽子

マスク2枚入り
※サイズ調整可

1,760円

プリントは2種
A：ココロねっこマーク
B：ココロンちゃん

※A・Bいずれかを選択可
※2種お求めの場合は
　2セットご購入ください

⑦ココロねっこマスク
息もしやすく 何度でも使える

支払方法／お届け日数 問い合わせ／申込先
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Vol.150

（8）

ココロねっこ10

ココロねっこ10

企業では ●「ノー残業デー」を設定し、家族のだんらんを応援しましょう。9

　学校・PTA行事や地域行事に参加しやすい雰囲気や体制を整えましょう。10企業では


